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第４７ 労働安全衛生規則（抄） 

 

第４７ 労働安全衛生規則（抄） 

 

 

(通風等による爆発又は火災の防止) 

第 261 条 事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在し

て爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じ

んによる爆発又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措置を講じなけ

ればならない。 

 

(爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具) 

第 280 条 事業者は、第 261 条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火

性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所

において電気機械器具(電動機、変圧器、コード接続器、開閉器、分電盤、配電盤

等電気を通ずる機械、器具その他の設備のうち配線及び移動電線以外のものをい

う。以下同じ。)を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の

危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具

でなければ、使用してはならない。 

２ 労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機

械器具を使用してはならない。 

 

第 281 条 事業者は、第 261 条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、可燃

性の粉じん(マグネシウム粉、アルミニウム粉等爆燃性の粉じんを除く。)が爆発

の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具を使用すると

きは、当該粉じんに対し防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使

用してはならない。 

２ 労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機

械器具を使用してはならない。 

 

第 282 条 事業者は、爆燃性の粉じんが存在して爆発の危険のある場所において電

気機械器具を使用するときは、当該粉じんに対して防爆性能を有する防爆構造電

気機械器具でなければ、使用してはならない。 

２ 労働者は、前項の場所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機

械器具を使用してはならない。 
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